
奈
良
県
教
育
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

奈
良
県
教
育
委
員
会
教
育
長

吉

田

育

弘

奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号

奈
良
県
教
育
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
教
育
委
員
会
行
政
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
三
年
三
月
奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
す
る
。

第
十
条
中
「
第
七
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

第
九
条
を
第
十
条
と
し
、
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
四
条
を
削
り
、
第
三
条
を
第
四
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
文
書
の
作
成
）

第
五
条

第
二
条
に
定
め
る
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
経
緯
も
含
め
た
意
思
決
定
に
至
る
過
程
並
び
に

事
務
及
び
事
業
の
実
績
を
合
理
的
に
跡
付
け
、
又
は
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
処
理
に
係
る

事
案
が
軽
微
な
も
の
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
文
書
（
図
画
及
び
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
を
作
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条
を
第
三
条
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
行
政
文
書
の
管
理
の
基
本
理
念
）

第
二
条

行
政
文
書
は
、
行
政
が
適
正
か
つ
効
率
的
に
運
営
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
奈
良
県

教
育
委
員
会
の
有
す
る
そ
の
諸
活
動
を
現
在
及
び
将
来
の
県
民
に
説
明
す
る
責
務
が
全
う
さ
れ
る
よ

う
に
す
る
た
め
、
適
正
な
管
理
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
中
「
第
六
条
関
係
」
を
「
第
七
条
関
係
」
に
改
め
、
同
表
行
政
文
書
の
区
分
欄
三
の
項
キ
中
「

第
十
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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